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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 54,100株
完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない
当社における標準となる株式
単元株式数　100株

 

(注) １　募集の目的及び理由

当社は、2021年４月に、当社及び当社の子会社の取締役、執行役員及び従業員(以下「対象者」といいま

す。)に対するインセンティブ制度の見直しを行い、対象者に対する事後交付型株式報酬制度(以下「本制

度」といいます。)を導入しております。本制度の内容は、本注記末尾＜本制度の内容＞に記載のとおりで

す。

本有価証券届出書の対象となる当社普通株式の募集(以下「本募集」といいます。)は、当社が本制度により

国内の対象者に付与した下記(2)記載のRSUの一部が確定することに伴い、2023年11月14日付の取締役会決議

に基づき自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うものです。

＜本制度の内容＞

(1) 本制度の対象者

当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員

(2) リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)の概要

本制度に基づき付与されるRSUは、対象者に対して、当社が予め定める数のユニットを事前に付与し、

勤務継続期間に応じて確定される数の当社普通株式を交付することを内容とする株式報酬です。RSU

は、原則として、社外取締役以外の対象者の場合は、１年経過する毎に、支給されたユニット数(３年

分)の３分の１ずつが、また、社外取締役の場合は、１年経過した際に、支給されたユニット数(１年

分)の全数が、継続勤務を条件として、それぞれ確定します。なお、買収した会社の役職員に対して、

買収した会社が付与していた株式報酬の消滅を前提にRSUを付与する場合や、基本報酬の減額等を前提

としたRSUについては、上記と異なる期間でユニット数を確定させることがあります。

(3) パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)の概要

本制度に基づき付与されるPSUは、対象者に対して、当社が予め定める数のユニットを事前に付与し、

支給した年の４月１日から３年間における当社の株主総利回りの伸長率等に応じてユニット数を確定さ

せ、当社普通株式を交付することを内容とする株式報酬です。PSUは、支給されたユニット数を基礎

に、PSUが支給された年の４月１日から３年間における当社の株主総利回りの伸長率等に応じて定めら

れた一定の係数に従い、PSU数が確定します。

(4) 当社株式の交付の方法及び時期

当社は、取締役会決議に基づき、権利確定日が到来する毎に、対象者に支給された金銭報酬債権の全部

の現物出資と引き換えに、確定するユニットの数に対応した当社普通株式(１ユニット当たり１株)を新

株式発行又は自己株式の処分の方法により割り当てます。

なお、本制度に基づくユニットの確定により交付される当社株式の１株当たりの払込金額は、当社普通

株式の交付にかかる取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の終値(同

日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。

(5) 退任時の取扱い

ユニットの確定は、原則として、その確定時に対象者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業

員等であることを条件としますが、対象者がユニットの確定前にその地位を喪失した場合であっても、

当社取締役会で予め定める事由による地位喪失の場合には、当社取締役会において定める方法に基づき

交付する当社普通株式の数及び時期を調整する場合があります。

２　本募集は、会社法第199条第１項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式の処分により

行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付け

の申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町７番１号
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２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 54,100株 119,777,400 ―

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 54,100株 119,777,400 ―
 

(注) １　「第１　募集要項　１　新規発行株式　(注)１．募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、国内対象

者に割り当てる方法によります。

２　発行価額の総額は、本自己株式処分にかかる会社法上の払込金額の総額であります。なお、本募集は、自己

株式の処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３　現物出資の目的とする財産は、本制度に基づき2023年11月14日付当社の取締役会の決議により、当社から対

象者に支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。

 割当株数 払込金額(円)

当社の従業員：35名 54,100株 119,777,400
 

 

(2) 【募集の条件】

 

発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日

2,214 － １株 2023年11月30日 ― 2023年12月１日
 

(注) １　「第１　募集要項　１　新規発行株式　(注)１　募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、国内対象

者に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格については、恣意性を排除した価格とするため、2023年11月13日(取締役会決議の前営業日)の東京

証券取引所における当社普通株式の終値である2,214円としております。これは、取締役会決議日直前の市

場株価であり、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な価

額に該当しないと考えております。

３　発行価格は、本自己株式処分にかかる会社法上の払込金額であります。なお、本募集は、自己株式の処分に

より行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

４　本自己株式処分は、国内対象者に対して、2023年11月14日付当社取締役会決議により、当社から支給された

金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるものであり、金銭による払込みはありませ

ん。

 

(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

ルネサスエレクトロニクス株式会社　本店 東京都江東区豊洲三丁目２番24号
 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

― ―
 

(注)　本制度に基づき支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありませ

ん。
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３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 
４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

― 1,500,000 ―
 

(注) １　金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。

２　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３　発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。

 

(2) 【手取金の使途】

本自己株式処分は、本制度に基づき対象者に対して当該自己株式の払込金額に相当する金銭報酬債権を支給し、

当該金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるものであり、金銭による払込みはありません。

 

第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 
【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

当社は、2023年11月14日付の取締役会決議において、本制度に従い付与したRSU及びPSUに基づき、本邦以外の地域

における当社の執行役員及び当社子会社の従業員1,564名(退職者を含み、以下「海外対象役職員」といいます。)に対

して当社に対する金銭報酬債権を支給し、かかる金銭報酬債権の現物出資と引き換えに、自己株式処分を行うことを

決定し、これに従って海外募集が開始されました。

当該募集の概要は以下のとおりです。

(1) 有価証券の種類及び銘柄

当社普通株式

(2) 処分する株式数

2,692,003株

(3) 処分価格

2,214円

(4) 処分価額の総額

5,960,094,642円

現物出資財産の内容：海外対象役職員に対して支給された当社に対する金銭報酬債権

現物出資財産の価額：2,214円(１株につき処分価格と同額)

(5) 資本組入額

該当事項なし

(6) 資本組入額の総額(増加する資本金の額)

該当事項なし

(7) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式

単元株式数　100株

(8) 処分方法

本制度に基づき、海外対象役職員に割り当てる方法によります。
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(9) 引受人の名称

該当事項なし

(10)募集を行う地域

海外市場

(11)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

①　手取金の総額

払込金額の総額　　　　　　            -円

処分諸費用の概算額　　　　    1,500,000円

差引手取概算額　　　　　　            -円

金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。処分諸費用の概算額には、

消費税等は含まれておりません。処分諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。

②　手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

当該自己株式処分は、本制度に基づき海外対象役職員に対して当該自己株式の処分価格に相当する金銭報酬

債権を支給し、当該金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるものであり、金銭による払

込みはありません。

(12)処分年月日(払込期日)

2023年12月１日

(13)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所

(14)第三者割当の場合の特記事項

①　割当予定先の状況

ａ．割当予定先の概要

(ⅰ)当社子会社の従業員(退職者を除く。)

氏名 当社子会社の従業員　　　1,562名

住所 ―

職業の内容 当社子会社の従業員
 

(ⅱ)当社の執行役員及び当社子会社の従業員(退職者)

氏名 当社の執行役員及び当社子会社の従業員(退職者)　　２名

住所 ―

職業の内容 当社の執行役員及び当社子会社の従業員(退職者)
 

(注)　当該自己株式の処分は、海外対象役職員に対して、株価上昇と企業価値向上のインセンティブを一層

高めるととともに、国籍や経験等の点で多様性に富んだ優秀な人材を確保することを目的として付与

された株式報酬に係る株式を給付するために行われるものであるため、個別の氏名及び住所の記載は

省略しております。

ｂ．提出者と割当予定先との関係

(ⅰ)当社子会社の従業員(退職者を除く。)

出資関係
当社子会社の従業員(退職者を除く。)1,562名は、当社普通株式を合計
1,937,229株保有しております。

人事関係 当社子会社の従業員

資金関係 該当事項はありません。

技術関係又は取引関係 該当事項はありません。
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(ⅱ)当社の執行役員及び当社子会社の従業員(退職者)

出資関係
当社の執行役員及び当社子会社の従業員(退職者)２名は、当社普通株式を
保有しておりません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係又は取引関係 該当事項はありません。
 

(注)　出資関係については、2023年６月30日現在の株主名簿記載の所有株式数を記載しております。

ｃ．割当予定先の選定理由

当該自己株式の処分は、海外対象役職員に対して、株価上昇と企業価値向上のインセンティブを一層高め

るととともに、国籍や経験等の点で多様性に富んだ優秀な人材を確保することを目的として、割当予定先を

選定しました。

ｄ．割り当てようとする株式の数

(ⅰ)当社子会社の従業員(退職者を除く。)1,562名：　　2,171,200株

(ⅱ)当社の執行役員及び当社子会社の従業員(退職者)２名：520,803株

ｅ．株式等の保有方針

当該自己株式の処分により割り当てられる株式の保有方針については確認しておりません。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

当該自己株式の処分は、本制度に基づき海外対象役職員に対して当該自己株式の処分価格に相当する金銭

報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるものであり、金銭に

よる払込みはありません。

ｇ．割当予定先の実態

当社は、海外対象役職員に対し、反社会的勢力との一切の取引等の関わりの有無について確認を行ってお

り、割当予定先が反社会的勢力とは何らの関係がないものと判断しております。

②　株券等の譲渡制限

該当事項なし

③　発行条件に関する事項

ａ．処分価格の算定根拠及び合理性に関する考え方

当該自己株式の処分は、割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものであり、そ

の処分価格は、恣意性を排除した価格とするため、2023年11月13日(取締役会決議の前営業日)の東京証券取

引所における当社普通株式の終値である2,214円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価で

あり、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な価額に該当

しないと考えております。

ｂ．処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

当該自己株式の処分に係る株式数は、2,692,003株であり、この処分数量による希薄化の規模は、2023年10

月31日時点の当社の発行済株式総数1,958,454,023株に対して0.137％(小数点以下第４位四捨五入)と小規模

なものであります。

また、当該自己株式の処分は、当社及び当社子会社の執行役員及び従業員に対して、株価上昇と企業価値

向上のインセンティブを一層高めるととともに、国籍や経験等の点で多様性に富んだ優秀な人材を確保する

ことを目的として付与された株式報酬に係る株式を給付するために行われるものであるため、処分数量及び

株式の希薄化の規模は合理的な水準である考えております。

④　大規模な第三者割当に関する事項

該当事項なし
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⑤　第三者割当後の大株主の状況

2023年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数に
対する所有

議決権数の割合
(％)

割当後の
所有株式数

(株)

割当後の
総議決権数に
対する所有

議決権数の割合
(％)

日本マスタート
ラスト信託銀行
(株)(信託口)

東京都港区浜松
町二丁目11番３
号

213,763,100 12.11 213,763,100 12.09

(株)INCJ
東京都港区虎ノ
門一丁目３番１
号

183,812,775 10.41 183,812,775 10.40

(株)デンソー
愛知県刈谷市昭
和町一丁目１

153,143,625 8.68 153,143,625 8.66

ト ヨ タ 自 動 車
(株)

愛知県豊田市ト
ヨタ町１番地

75,015,900 4.25 75,015,900 4.24

(株)日本カスト
ディ銀行(三井住
友信託銀行再信
託分・日本電気
(株)退職給付信
託口)

東京都中央区晴
海一丁目８番12
号

71,779,857 4.07 71,779,857 4.06

(株)日本カスト
ディ銀行(信託
口)

東京都中央区晴
海一丁目８番12
号

70,298,700 3.98 70,298,700 3.98

(株)日立製作所
東京都千代田区
丸の内一丁目６
番６号

61,990,548 3.51 61,990,548 3.51

三菱電機(株)
東京都千代田区
丸の内二丁目７
番３号

50,706,885 2.87 50,706,885 2.87

SSBTC CLIENT
OMNIBUS ACCOUNT
(常任代理人香港
上海銀行東京支
店)

ONE LINCOLN
STREET, BOSTON
MA USA 02 111
(東京都中央区日
本橋三丁目11番
１号)

32,457,453 1.84 32,457,453 1.84

STATE STREET
BANK WEST
CLIENT - TREATY
505234(常任代理
人㈱みずほ銀行)

1776 HERITAGE
DRIVE, NORTH
QUINCY, MA
02171, U.S.A.
(東京都港区港南
二丁目15番１号)

24,763,308 1.40 24,763,308 1.40

上位10名 ― 937,732,151 53.13 937,732,151 53.05
 

(注) １　上記のほか、当社は、自己株式193,257,627株を保有しています。

２　「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2023年６月30日現在の当社の総議決権数

(17,650,540個)を基に算出しております。

３　「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2023年６月30日現在の当社の総議決権数

(17,650,540個)に、当該自己株式の処分に係る議決権数26,920個を加算した議決権数を基に算出し

ております。

４　所有議決権数の割合は、小数点第３位を四捨五入して表示しております。

５　㈱日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・日本電気㈱退職給付信託口)の所有株式数

71,779,857株(総議決権数に対する所有議決権数の割合：4.07％)は、日本電気㈱が保有する当社株

式の一部を退職給付信託に拠出したものであります。

６　Capital Research and Management Companyから、2017年10月６日付で、Capital Guardian Trust

Company、Capital International Limited及びキャピタル・インターナショナル㈱を共同保有者と

する大量保有報告書が提出され、2018年９月７日付変更報告書及び2018年11月19日付訂正報告書に

おいて、2018年８月31日(報告義務発生日)現在、以下のとおり各社共同で61,961,977株(総議決権

数に対する所有議決権数の割合：3.47％)の当社株式を保有している旨の報告がありましたが、当

社としては、2023年６月30日時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状

況には含めておりません。

　　なお、2018年９月７日付変更報告書及び2018年11月19日付訂正報告書の内容は、以下のとおりであ

ります。(保有割合は、2023年６月30日現在の発行済株式数(自己株式を除く。)に基づき算出して

おります。)
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氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)
株券等保有割合

(％)

Capital Research and Management
Company

333 South Hope Street, Los
Angeles, CA 90071, U.S.A.

40,564,077 2.30

Capital Guardian Trust Company
333 South Hope Street, Los
Angeles, CA 90071, U.S.A.

8,746,000 0.50

Capital International Limited
40 Grosvenor Place, London SW1X
7GG, England

2,047,300 0.12

キャピタル・インターナショナル㈱
東京都千代田区丸の内二丁目１番１
号　明治安田生命ビル14階

10,604,600 0.60
 

７　2023年８月18日付で、当社は、当社の主要株主であった㈱INCJから、その保有する当社普通株式の

一部(8,900,600株)を売却する旨の報告を受けました。これにより、2023年８月23日の当該売却の

株式振替手続の完了をもって、同社は、当社の主要株主に該当しないこととなりました。

⑥　大規模な第三者割当の必要性

該当事項なし

⑦　株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項なし

⑧　その他参考になる事項

該当事項なし

(15)その他の事項

①　当社の発行済株式総数及び資本金の額

発行済株式総数　　　　 1,958,454,023株

資本金の額　　　　　　 153,209百万円

(注)　当社は新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は2023年10月31日現在の数字

を記載しております。

②　安定操作に関する事項

該当事項なし

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

該当事項はありません。

 
第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。

 
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

第１ 【公開買付け又は株式交付の概要】

 
該当事項はありません。

 
第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。
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第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交

付子会社との重要な契約）】

 

該当事項はありません。

 
第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等、金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参

照してください。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度第21期(自2022年１月１日　至2022年12月31日)　2023年３月30日関東財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

(第22期第１四半期)(自2023年１月１日　至2023年３月31日)　2023年５月10日、関東財務局長に提出

(第22期第２四半期)(自2023年４月１日　至2023年６月30日)　2023年８月３日、関東財務局長に提出

(第22期第３四半期)(自2023年７月１日　至2023年９月30日)　2023年11月２日、関東財務局長に提出

 

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2023年11月14日)までに、提出した臨時報告書は以下のとお

りです。

2023年４月７日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基

づく臨時報告書

2023年５月16日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１

号の規定に基づく臨時報告書

2023年６月14日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第２

号の規定に基づく臨時報告書

2023年７月14日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１

号の規定に基づく臨時報告書

2023年８月10日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１

号の規定に基づく臨時報告書

2023年８月18日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく

臨時報告書

 

４ 【訂正報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2023年11月14日)までに、提出した訂正報告書は以下のとお

りです。

2023年５月10日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づく事業年度第21期(自2022年１月１日　至2022年12月31日)の有

価証券報告書の訂正報告書
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2023年５月10日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づく事業年度第20期(自2021年１月１日　至2021年12月31日)の有

価証券報告書の訂正報告書

2023年５月10日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づく事業年度第19期(自2020 年１月１日　至2020年12月31日)の有

価証券報告書の訂正報告書

2023年５月10日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づく事業年度第18期(自2019 年１月１日　至2019年12月31日)の有

価証券報告書の訂正報告書

 

第２ 【参照書類の補完情報】

　

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(第21期事業年度)及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といい

ます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日

(2023年11月14日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日(2023年11月14

日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もございません。

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

ルネサスエレクトロニクス株式会社　本店

(東京都江東区豊洲三丁目２番24号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。
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